
 

 

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 工 業 用 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す

る 規 程 を 公 布 す る 。  

平 成 30年 ５ 月 18日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団    

企 業 長  竹 山  修 身    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 10号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 工 業 用 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程 の 一  

部 を 改 正 す る 規 程  

 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 工 業 用 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 23年 大 阪

広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 30号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後  改正前  

 
（費用の算出方法）  
第 11条  （略）  

(1)― (4) （略）  
(5) 間接経 費 は、必 要 な事務 に 要する 費

用 と し 、 前 各 号 に 掲 げ る 費 用 の 合 計額
に 100分の 10を乗じて得た額（その額に
１ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の端
数 を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。 た だ し、
企 業 長 は 、 そ の 額 に よ り 難 い と 認 める
ときは、乗率を減ずることがある。  

 
 
（負担金の算出）  
第 20条   （略）  
２  （略）  
３  前 ２ 項 に 規 定 す る １ 立 方 メ ー ト ル 当 た

り の 負 担 額 は 、 平 成 29年 度 の 大 阪 広 域 水
道 企 業 団 工 業 用 水 道 事 業 会 計 決 算 書 の 企
業 債 明 細 書 の 未 償 還 残 高 合 計 を 、 廃 止 前
の 大 阪 府 水 道 企 業 条 例 （ 昭 和 41年 大 阪 府
条 例 第 42号 ） 第 ３ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 に 規 定
す る １ 日 最 大 給 水 量 に 相 当 す る 水 量 で 除
し た 額 （ そ の 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る
と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） と す
る。  

 
（履行延期の特約）  
第 21条の２  （略）  
２  前 項 の 規 定 に よ る 決 定 を す る と き は 、

企 業 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の
延 長 に 係 る 履 行 期 限 を 定 め 、 特 に や む を
得 な い 理 由 が あ る と 認 め る 場 合 を 除 き 、
履 行 延 期 の 特 約 の 申 請 の 受 付 日 （ 当 該 受
付 日 が 第 21条 の 納 期 限 以 前 の と き は 、 当
該 納 期 限 ） の 翌 日 か ら 延 期 し た 納 期 限 ま
で の 日 数 に 応 じ 、 前 項 の 規 定 に よ る 負 担
金に対し、年 3.1パーセントの割合で計算

 
（費用の算出方法）  
第 11条  （略）  

(1)― (4) （略）  
(5) 間 接 経 費 は 、 必 要 な 事 務 に 要 す る 費

用 とし、前 各号に掲 げる費用 の合計額
に 100分の 10を乗じて得た額（その額に
１ 円未満の 端数があ るときは 、その端
数を切り捨てるものとする。）とする。
た だし、企 業長は、 その額に より難い
と 認めると きは、乗 率を減ず ることが
ある。  

 
（負担金の算出）  
第 20条  （略）  
２  （略）  
３  前 ２ 項 に 規 定 す る １ 立 方 メ ー ト ル 当 た

り の 負 担 額 は 、 平 成 28年 度 の 大 阪 広 域 水
道 企 業 団 工 業 用 水 道 事 業 会 計 決 算 書 の 企
業 債 明 細 書 の 未 償 還 残 高 合 計 を 、 廃 止 前
の 大 阪 府 水 道 企 業 条 例 （ 昭 和 41年 大 阪 府
条 例 第 42号 ） 第 ３ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 に 規 定
す る １ 日 最 大 給 水 量 に 相 当 す る 水 量 で 除
し た 額 （ そ の 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る
と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 。 ） と
する。  

 
（履行延期の特約）  
第 21条の２  （略）  
２  前 項 の 規 定 に よ る 決 定 を す る と き は 、

企 業 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の
延 長 に 係 る 履 行 期 限 を 定 め 、 特 に や む を
得 な い 理 由 が あ る と 認 め る 場 合 を 除 き 、
履 行 延 期 の 特 約 の 申 請 の 受 付 日 （ 当 該 受
付 日 が 第 21条 の 納 期 限 以 前 の と き は 、 当
該 納 期 限 ） の 翌 日 か ら 延 期 し た 納 期 限 ま
で の 日 数 に 応 じ 、 前 項 の 規 定 に よ る 負 担
金に対し、年 3.1パーセントの割合で計算



 

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、 平 成 30年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  平 成 30年 ５ 月 31日 以 前 に 提 出 さ れ た 使 用 の 廃 止 の 届 又 は 同 日 以 前 の

給 水 施 設 の 切 断 に 係 る 負 担 金 の 算 出 方 法 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る 。  

 

し た 延 納 利 息 （ そ の 額 に １ 円 未 満 の 端 数
があるときは、その端数を切り捨てた額）
を付すものとする。  

３・４  （略）  

し た 延 納 利 息 （ そ の 額 に １ 円 未 満 の 端 数
が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て る も
のとする。）を付すものとする。  

３・４  （略）  
 


